
10
月
１
日
は
、
国
勢
調
査
。

ニッポンの今を知り、未来をつくるための調査です。 10
月
１
日
は
、
国
勢
調
査
。

国
勢
調
査
と
は
？

　

日
本
の
人
口
や
世
帯
に
つ
い
て
、
５
年
ご
と
に
総

務
省
が
行
う
統
計
調
査
で
す
。
時
期
は
平
成
22
年

10
月
１
日
現
在
で
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
の
統
計

に
関
す
る
基
本
的
な
法
律
で
あ
る
「
統
計
法
」
に
お

い
て
基
幹
統
計
調
査
と
い
う
特
に
重
要
な
調
査
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
勢
調
査
の
歴
史
は
古
く
、
第
１
回
調
査
は
国
の

一
大
事
業
と
し
て
大
正
９
年
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
今

回
の
平
成
22
年
調
査
で
第
19
回
目
、
年
数
に
し
て
90

年
目
の
調
査
に
な
り
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
地
方
交
付
税
の
算
定
基
準
や
選
挙
区

の
確
定
な
ど
の
重
要
政
策
の
企
画
立
案
に
使
わ
れ
る

ほ
か
、
人
口
の
基
準
値
と
し
て
、
企
業
の
活
動
や
学

術
研
究
な
ど
、様
々
な
調
査
研
究
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
は
「
２
０
１
０
年
ラ
ウ
ン
ド
世
界
人
口
・
住

宅
セ
ン
サ
ス
」
と
し
て
、
国
際
連
合
が
世
界
２
０
０

以
上
の
地
域
・
国
に
国
勢
調
査
を
行
う
よ
う
勧
告
し

て
お
り
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
で
は
既

に
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

調
査
の
方
法

　

調
査
は
、
質
問
回
答
用
紙
で
あ
る
調
査
票
を
、
国

か
ら
任
命
さ
れ
た
調
査
員
が
、世
帯
を
訪
問
し
配
布
・

回
収
す
る
方
法
で
行
い
ま
す
。
質
問
は
、
氏
名
、
性

別
、
住
宅
の
床
面
積
、
勤
め
先
、
仕
事
の
内
容
な
ど

の
20
項
目
で
す
。

　

ま
た
、
記
入
す
る
方
の
疑
問
に
お
答
え
す
る
た
め
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
体

制
も
あ
り
ま
す
。

調査で使用される書類



調
査
を
支
え
る
調
査
員

　

国
勢
調
査
を
は
じ
め
と
し
て
、
国
が
実
施
す
る
主

な
統
計
調
査
は
、
調
査
員
が
対
象
と
な
る
世
帯
や
事

業
所
を
訪
問
す
る
方
法
で
行
い
ま
す
。

　

調
査
員
は
、
調
査
を
実
施
す
る
上
で
、
個
人
情

報
を
扱
う
な
ど
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
住
ま
い
の
一
般
の
方
か
ら
ご

協
力
を
頂
い
て
い
ま
す
。
行
方
市
で
は
、
こ
う
し
た

調
査
員
の
組
織
で
あ
る
「
行
方
市
統
計
調
査
員
協
議

会
」
を
つ
く
り
、
調
査
の
研
究
と
実
査
に
あ
た
っ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
国
勢
調
査
で
は
、
約
１
６
０
名
の
調
査
員

が
市
内
の
各
担
当
地
区
を
巡
回
し
ま
す
。
調
査
員
が

世
帯
を
訪
問
す
る
際
に
は
、
調
査
活
動
に
つ
い
て
ご

理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

◆
調
査
票
の
ご
記
入
・
ご
提
出

　

９
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
調
査
員
が
世
帯
を
訪
問

い
た
し
ま
す
。
調
査
票
を
ご
記
入
い
た
だ
き
、
調
査

員
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

◆
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
ご
活
用

　

記
入
方
法
な
ど
ご
不
明
な
点
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
開
設
期
間
】
９
月
11
日
～
10
月
31
日

【
受
付
時
間
】
午
前
８
時
～
午
後
９
時

【
電
話
番
号
】
０
５
７
０
‐
０
１
‐
２
０
１
０

◆
か
た
り
調
査
に
ご
注
意
！

　

調
査
員
は
身
分
証
明
書
と
腕
章
を
身
に
着
け
て
い

ま
す
。
不
審
に
思
っ
た
と
き
は
行
方
市
役
所
企
画
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

　

企
画
課
（
麻
生
庁
舎
）

　
　

℡　

０
２
９
９
‐
７
２
‐
０
８
１
１

よ
く
あ
る
質
問

問
１　

な
ぜ
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
？

答
１　

統
計
情
報
は
政
府
の
政
策
、
企
業
の
経
営
、

学
術
研
究
な
ど
様
々
な
分
野
で
活
用
さ
れ
て
お
り
、

社
会
の
す
が
た
や
動
き
を
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
で
す
。

問
２　

ど
う
し
て
も
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
か
？

答
２　

法
律
に
よ
り
報
告
義
務
が
あ
り
ま
す
。
正
確

な
統
計
情
報
を
得
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

問
３　

住
民
基
本
台
帳
な
ど
の
情
報
が
あ
る
の
だ
か

ら
、調
査
を
行
う
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
？

答
３　

人
口
の
ほ
か
、
暮
ら
し
方
や
働
き
方
の
「
実

態
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
調
査
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
住
民
基
本
台
帳
の
場
合
、

登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
と
住
ん
で
い
る
場
所
が
異
な

る
な
ど
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

行方市統計調査員協議会
会長　寺内　泰夫さん

　国勢調査では、私

たち統計調査員が世

帯へとお伺いします。

国 勢 調 査 は 国 民 の

義務であるとともに、

国や地域の様子を明

らかにするための重

要な調査ですので、

何卒、ご協力をお願

いいたします。
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